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別表第1　教科及び教科の指導法に関する科目（第3条関係）

法学部法学科（中学校教諭一種「社会」免許状）

○

○

○

○

○

○

○

〇

〇

〇

○

○

〇

○

○

○

○

○

憲法Ⅰ 2

憲法Ⅱ 2

※○印の科目は、免許状取得のための必修科目である。

各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を
含む。）

8
社会科公民科指導法Ⅰ 2

社会科公民科指導法Ⅱ 2

1科目選択必修
倫理学概論 2

社会科指導法 2

「哲学、倫理学、
宗教学」

1
哲学概論 2

社会科公民科指導法Ⅲ 2

「社会学、経済学」 1

社会学 2

日本経済論 2

2

経済学Ⅱ 2

経済学Ⅲ 2

社会調査 2

経済学Ⅰ

経済政策 2

社会保障論 2

国際経済論 2

財政学 2

比較政治 2

地方自治論 2

行政法Ⅰ 2

税法 2

民法Ⅰ 2

国際政治 2

国際機構論 2

政治思想史Ⅱ 2

政治社会学 2

政治学Ⅰ 2

政治学Ⅱ 2

労働法 2

国際法 2

2

消費者保護法 2

刑法Ⅱ 2

刑事訴訟法 2

民事訴訟法Ⅰ 2

刑法Ⅰ 2

地域研究（ロシア） 2

「法律学、政治学」 1

法学 2

民法Ⅱ

地理学
（地誌を含む。）

1

地理学 2

商法総則・商行為法 2

会社法Ⅰ 2

2

民法Ⅵ

2

地域研究（アジア） 2

2

地域研究（英国） 2

地域研究（欧州） 2

日本史及び外国史 1

日本史概説 2

外交史 2

地誌 2

地域研究（米国）

西洋史概説 2

東洋史概説 2

日本政治史 2

地域研究（中国）

附　　則（令和5年2月27日規程第9号）

この規程は、令和5年４月１日から施行する。

令和4年度年度以前の入学者については、なお従前の例による。

免許法施行規則に定める
科目区分等 本学における該当科目

単位数
備考

教科に関する科目 単位数 必修 選択



○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

1

発育発達論 2

体育実技 1

精神保健

2

保健体育科指導法Ⅳ 2

※〇印の科目は、免許状取得のための必修科目である。

衛生学及び公衆衛生学 1 ○ 衛生学・公衆衛生学 2

2

各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を
含む。）

8

保健体育科指導法Ⅰ 2

保健体育科指導法Ⅱ 2

保健体育科指導法Ⅲ

学校保健（小児保健、
精神保健、学校安全及
び救急処置を含む。）

1

学校保健 2

救急処置法 2

体力測定・評価法 2
生理学
（運動生理学を含む。） 1 生理学・運動生理学 2

「体育原理、体育心理
学、体育経営管理学、
体育社会学、体育史」
及び運動学（運動方法
学を含む。）

1

スポーツ史 2

スポーツ社会学 2

スポーツ心理学 2

運動学 2

スポーツ哲学 2

ダンス 1

野外活動 1

柔道Ⅰ 1
武道

柔道Ⅱ 1

バスケットボール 1

テニス 1

1

単位数 必修 選択

球技 1

球技

サッカー 1

バレーボール 1

体つくり運動 1

陸上競技 1

水泳

器械運動

スポーツ健康学部スポーツ健康学科（中学校教諭一種「保健体育」免許状）

免許法施行規則に定める
科目区分等 本学における該当科目

単位数
備考

教科に関する科目



別表第2　教科及び教科の指導法に関する科目（第3条関係）

法学部法学科（高等学校教諭一種「公民」免許状）

○

○

〇

〇

〇

○

○

○

○

〇

○

○

○

○

○

憲法Ⅰ 2

憲法Ⅱ 2

2

※○印の科目は、免許状取得のための必修科目である。

各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を
含む。）

4

社会科公民科指導法Ⅰ 2

社会科公民科指導法Ⅱ 2

社会科公民科指導法Ⅲ

倫理学概論 2

心理学 2

社会保障論 2

2

2

経済学Ⅱ 2

経済学Ⅲ 2

経済学Ⅰ

1科目選択必修
「哲学、倫理学、
宗教学、心理学」

1

哲学概論 2

国際経済論 2

財政学 2

「社会学、経済学
（国際経済を含
む。）」

1

社会学 2

社会調査 2

経済政策 2

日本経済論

比較政治 2

地方自治論 2

国際政治 2

国際機構論 2

政治思想史Ⅱ 2

政治社会学 2

政治学Ⅰ 2

政治学Ⅱ 2

労働法 2

国際法 2

刑法Ⅱ 2

刑事訴訟法 2

民事訴訟法Ⅰ 2

刑法Ⅰ 2

商法総則・商行為法 2

会社法Ⅰ 2「法律学
（国際法を含む。）
政治学
（国際政治を含
む。）」

1

法学 2

行政法Ⅰ 2

税法

民法Ⅵ 2

消費者保護法 2

2

民法Ⅰ 2

民法Ⅱ 2

免許法施行規則に定める
科目区分等 本学における該当科目

単位数
備考

教科に関する科目 単位数 必修 選択



○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

別表第3　教育の基礎的理解に関する科目（第3条関係）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

 　必修または選択必修科目を修得する必要がある。

器械運動 1

選択
体つくり運動 1

スポーツ健康学部スポーツ健康学科（中学校教諭一種「保健体育」免許状・高等学校教諭一種免許状「保健体育」免許状）

法学部法学科（中学校教諭一種「社会」免許状・高等学校教諭一種免許状「公民」免許状）及び

※〇印の科目は、免許状取得のための必修科目である。

体育実技 1

1

スポーツ史

2

保健体育科指導法Ⅳ 2

2

各教科の指導法（情報
機器及び教材の活用を
含む。）

4

保健体育科指導法Ⅰ 2

保健体育科指導法Ⅱ 2

保健体育科指導法Ⅲ

学校保健（小児保健、
精神保健、学校安全及
び救急処置を含む。）

1

教育実践に関する科目

※○印の科目は、免許状取得のための必修科目である。このほか、取得する免許状により備考欄に記載された

4 中免のみ必修

教育実習Ⅱ 2 高免のみ必修

中 5
高 3

教育実習事前及び事後指導 1

教育実習Ⅰ

2 教職実践演習（中・高） 2

中免のみ
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2

教育の方法と技術 2

教育課程論 2

道徳、総合的な学習の
時間等の指導法及び生
徒指導、教育相談等に
関する科目

10

道徳教育論 2

生徒指導論・進路指導

特別支援教育入門 2

2

教育相談 2

教職論 2

免許法施行規則に定める
科目区分等 本学における該当科目

単位数
備考

教科に関する科目 単位数 必修 選択

教育制度論 2

教育心理学 2
教育の基礎的理解に関
する科目

10

教育基礎論 2

学校保健 2

救急処置法

野外活動 1

2

精神保健

2

運動学

発育発達論

2

衛生学及び公衆衛生学 1 ○ 衛生学・公衆衛生学 2

生理学
（運動生理学を含む。） 1 生理学・運動生理学 2

1

柔道Ⅰ 1

ダンス 1

「体育原理、体育心理
学、体育経営管理学、
体育社会学、体育史」
及び運動学（運動方法
学を含む。）

体力測定・評価法

2

2

2

スポーツ社会学 2

スポーツ哲学 2

スポーツ心理学

武道
柔道Ⅱ 1

1

水泳 1

球技 1

球技

サッカー 1

バレーボール 1

バスケットボール 1

陸上競技

テニス

スポーツ健康学部スポーツ健康学科（高等学校教諭一種「保健体育」免許状）

免許法施行規則に定める
科目区分等 本学における該当科目

単位数
備考

教科に関する科目 単位数 必修



別表第4　大学が独自に設定する科目（第3条関係）

学校インターンシップ

学校インターンシップ

別表第５　文部科学省令で定める科目（教育職員免許法施行規則第６６条の６）（第3条関係）
法学部法学科（中学校教諭一種「社会」免許状・高等学校教諭一種免許状「公民」免許状）

○

○

○

○

○

〇

〇

○

○

○

○

※○印の科目は、免許状取得のための必修科目である。

数理、データ活用及び
人工知能に関する科目
又は　情報機器の操作

2
情報リテラシーⅠ 1

情報リテラシーⅡ 1

外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 2
英語1 1

英語2 1

体育 2

日本国憲法 2 ○ 日本国憲法 2

スポーツ健康科学論

体つくり運動

2

1

※○印の科目は、免許状取得のための必修科目である。

スポーツ健康学部スポーツ健康学科（中学校教諭一種「保健体育」免許状・高等学校教諭一種免許状「保健体育」免許状）

免許法施行規則に定める
科目区分等 本学における該当科目

単位数
備考

第66条の6に定める科目 単位数 必修 選択

数理、データ活用及び
人工知能に関する科目
又は　情報機器の操作

2
情報リテラシーⅠ 1

情報リテラシーⅡ 1

外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 2
英語1 1

英語2 1

体育 2 ○ 健康とスポーツ 2

日本国憲法 2 憲法Ⅰ 2

免許法施行規則に定める
科目区分等 本学における該当科目

単位数
備考

第66条の6に定める科目 単位数 必修 選択

大学が独自に設定する
科目

12

道徳教育論 2

「大学が独自に設定する科目」
の選択科目又は最低修得単位を
超えて修得した「教科及び教科
の指導法に関する科目」又は
「教育の基礎的理解に関する科
目」「道徳、総合的な学習の時
間等の指導法及び生徒指導、教
育相談等に関する科目」「教育
実践に関する科目」について、
併せて12単位以上を修得

2

免許法施行規則に定める
科目区分等 本学における該当科目

単位数
備考

単位数 必修 選択

法学部法学科（高等学校教諭一種免許状「公民」免許状）及び
スポーツ健康学部スポーツ健康学科（高等学校教諭一種免許状「保健体育」免許状）

法学部法学科（中学校教諭一種免許状「社会」免許状）及び
スポーツ健康学部スポーツ健康学科（中学校教諭一種免許状「保健体育」免許状）

免許法施行規則に定める
科目区分等 本学における該当科目

単位数
備考

単位数 必修 選択

大学が独自に設定する
科目

4

2
「大学が独自に設定する科目」
の選択科目又は最低修得単位を
超えて修得した「教科及び教科
の指導法に関する科目」又は
「教育の基礎的理解に関する科
目」「道徳、総合的な学習の時
間等の指導法及び生徒指導、教
育相談等に関する科目」「教育
実践に関する科目」について、
併せて4単位以上を修得


